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武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する指針 

 

平成19年６月11日市長決裁 

改正 平成20年４月９日市長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この指針は、武蔵村山市附属機関等の設置及び運営に関する指針（平成18年10月11日市長

決裁。以下「設置運営指針」という。）第11条第２項及び第13条第２項の規定に基づき、武蔵村

山市における附属機関等の会議（以下「会議」という。）及び会議録の公開に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（用語） 

第２条 この指針において使用する用語は、設置運営指針において使用する用語の例による。 

 

（会議の公開の可否） 

第３条 会議の公開の可否は、附属機関等の長（以下「議長」という。）が会議に諮って決定する。 

 

（会議の非公開） 

第４条 前条の規定により会議を公開することと決定した場合であっても、非公開情報（設置運営

指針第11条第１項ただし書に規定する場合に該当する情報をいう。以下同じ。）を審議する会議

は、公開しない。 

２ 一の会議で、非公開情報と非公開情報以外の情報を審議するときは、非公開情報以外の情報の

審議に限り公開するものとする。 

３ 前２項の場合において、一の情報を非公開情報として取り扱うことの可否は、議長があらかじ

め会議の庶務を処理する課又はこれに相当する組織の長（以下「庶務担当課長」という。）と協

議して決定するものとする。 

４ 議長は、前項の規定により一の情報を非公開情報として取り扱うことと決定したときは、当該

決定に係る非公開情報を審議する会議において、庶務担当課長をして当該情報を非公開情報とし

て取り扱う理由を説明させ、当該決定について当該附属機関等の委員の承認を受けるものとする。 

 

追加資料２ 
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（会議の公開の方法） 

第５条 会議の公開は、これを傍聴させることにより行う。 

２ 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始時間の10分前までに、附属機関等の会議の傍聴申込

書（第１号様式）により議長の許可を受けなければならない。 

３ 議長は、会議を傍聴しようとする者が武蔵村山市議会傍聴規則（昭和55年武蔵村山市議会規則

第２号。以下「市議会傍聴規則」という。）第６条各号のいずれかに該当するときを除き、前項

の許可をしなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、議長は、会議を開催する場所の収容能力を超える傍聴の申込みがあ

ったときは、当該収容能力を超える申込みについて、同項の許可をしないことができる。 

５ 前項の場合における第２項の許可は、原則として申込みの順序によるものとする。 

 

（会議次第の配布等） 

第６条 議長は、会議の傍聴の許可を受けた者（以下「傍聴者」という。）に会議の議題を記載し

た会議次第を配布する。 

２ 傍聴席は、原則として椅子のみとする。 

 

（傍聴者の遵守事項等） 

第７条 傍聴者は、市議会傍聴規則第７条に掲げる事項を遵守しなければならない。 

２ 傍聴者は、議長が会議に諮って許可した場合を除き、写真、映像等を撮影し、又は録音しては

ならない。 

３ 議長及び庶務担当課長は、前２項の規定に違反する傍聴者があるときは、必要な指示をするも

のとする。 

４ 議長は、前項の指示に従わない傍聴者があるときは、これを退席させることができる。 

 

（会議公開運営要領の制定） 

第８条 議長は、第３条の規定により会議を公開することと決定したときは、会議に諮って会議の

公開に関する運営要領を定めるものとする。 

２ 前項の運営要領は、第２号様式に準じて定めるものとする。 

 

（会議開催情報の公表の方法） 
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第９条 設置運営指針第12条の規定により会議の開催日時、開催場所、議題等を公表するときは、

庶務担当課長は、会議の開催情報（第３号様式）を市政情報コーナーに備えるとともに、その概

要を市ホームページに掲載するものとする。 

２ 前項の規定による会議の開催情報の公表は、会議の開催日の１週間前までに行わなければなら

ない。ただし、緊急に会議を開催するときは、この限りでない。 

３ 第４条第１項又は第２項の規定により、会議を非公開とし、又は会議の一部を公開するときは、

庶務担当課長は、第１項の規定による公表に際し、その旨及びその理由を示すものとする。 

 

（会議録の作成） 

第10条 会議録の作成は、次に掲げるところによる。 

(１) 第４号様式に準ずること。 

(２) 審議経過がわかるように、主な意見等を簡潔に記載すること。 

(３) 発言者の氏名（職名その他発言者を識別できる情報を含む。以下同じ。）は、記載しない

こと。ただし、発言者の氏名を公にしても、率直な意見の交換及び意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれがないと認める場合であって、かつ、会議において承認を受けたときは、こ

の限りでない。 

 

（会議録の承認） 

第11条 会議録は、当該会議録に係る会議の開催日以後１か月以内に、会議において承認を受けて

確定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内に会議を開催する予定がないときその他同項

の規定により難いときは、当該会議録に係る会議に出席した附属機関等の委員全員の承認を受け

ることにより、同項の承認に代えることができる。 

 

（会議録等の公表） 

第12条 会議を公開により開催したときは、当該会議の会議録の全文又は概要及び会議資料を市ホ

ームページに掲載し、及び市政情報コーナーに備えるものとする。ただし、次に掲げる会議資料

は、市ホームページに掲載しないことができる。 

(１) 電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができな

い方式をいう。）で作成していないものその他市の使用に係る電子計算機に記録されていない
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もの 

(２) 前号に掲げるもののほか、市ホームページに掲載しないことに合理的な理由があるもの 

２ 非公開により開催された会議の会議録の公開の手続は、武蔵村山市情報公開条例（平成18年武

蔵村山市条例第20号）第２章第１節に定めるところによる。 


